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(57)【要約】
　超音波診断イメージングシステムは、造影剤によって
灌流がある容積領域において複数の平面スライスを走査
する。その走査された複数のスライスは、お互いに平行
である。そのスライスの画像データの検出に続いて、ス
ライスデータが、高度寸法においてデータを投影し、高
度的に合成されたスライス画像を生成する。合成は、平
均化又は最大強度検出又は重みをつけるプロセス又は容
積領域において高度寸法に光線投射することによってさ
れる。その高度的に合成されたスライス画像は、プロセ
スされ、様々な明るさの程度によって示される灌流の程
度を有する画像又は灌流速度を示す灌流曲線又は曲線パ
ラメータなどの灌流の質的又は定量的な測定を生成する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織灌流の定量的及び質的な解析のための超音波イメージングシステムであり：
　灌流欠陥を有する組織を含む容積領域において、走査線を送信及び受信するアレイ変換
器；
　前記容積領域の高度的に区別可能な複数のスライスの画像データを生成するように作動
する、前記アレイ変換器に結合されたビーム形成器；
　スライス画像データを保存する、前記ビーム形成器に結合されたスライス・メモリー；
　高度方向においてスライス画像データを合成する、前記スライス・メモリーに結合され
た合成器；
　組織における微小気泡の濃度によって灌流を質的に描写するため、又は組織の１つの領
域に対して定量化された灌流パラメータを生成するために、合成されたスライス画像にお
いて動作する灌流検出器；及び
　カラー又は明るさによって描写された灌流がある組織画像又は組織の１つの領域の定量
化された灌流パラメータのうち少なくとも1つを表示するための、前記灌流検出器に対応
するディスプレイ；
　を含む超音波診断用イメージングシステム。
【請求項２】
　前記ディスプレイが、明るさによって示される灌流のエリアを持つ組織の高度的に合成
されたスライス画像を表示する、請求項1に記載された超音波診断用イメージングシステ
ム。
【請求項３】
　前記ディスプレイが、異なったカラーで示される灌流の異なる程度を持つパラメトリッ
ク画像を表示する、請求項１に記載された超音波診断用イメージングシステム。
【請求項４】
　前記ディスプレイが、組織の高度的に合成されたスライス画像の特定の領域での灌流曲
線を表示する、請求項１に記載された超音波診断用イメージングシステム。
【請求項５】
　高度的に合成されたスライス画像のために走査される、スライスの数を制御するビーム
形成器に結合されているビーム形成器コントローラをさらに含む、請求項１に記載された
超音波診断用イメージングシステム。
【請求項６】
　前記アレイ変換器が、容積領域に関して走査線を、電子的に焦点合わせをして誘導する
、請求項５に記載された超音波診断イメージングシステム。
【請求項７】
　前記ビーム形成器がさらに多線ビーム形成器を含む、請求項６に記載された超音波診断
用イメージングシステム。
【請求項８】
　前記ビーム形成器コントローラが、送信スライスの数及び送信スライス毎の受信スライ
スの数のうち少なくとも1つをさらに制御する、請求項７に記載された超音波診断用イメ
ージングシステム。
【請求項９】
　前記合成器が、前記高度方向においてスライスデータを加えるステップ、前記高度方向
においてスライスデータを平均化するステップ、前記高度方向において、スライスデータ
に重みをつけるステップ、又は前記高度方向において、スライスデータの最大値を検出す
るステップ、のうち少なくとも１つを実施する、請求項１に記載された超音波診断用イメ
ージングシステム。
【請求項１０】
　前記ビーム形成器に結合された入力及び前記スライス・メモリーに結合された出力を有
するログ検出器をさらに含む、請求項１に記載された超音波診断用イメージングシステム
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。
【請求項１１】
　超音波深針において位置し、容積領域に関して走査線を送信及び受信するアレイ変換器
；
　前記深針において位置し、前記容積領域において、複数の隣接するスライスに関して超
音波信号のステアリング及び焦点合わせを制御するために前記アレイ変換器に結合された
微小ビーム検出器であり、造影剤で灌流されている組織が存在し、前記隣接するスライス
は前記高度方向においてお互いに平行であることを特徴とする、微小ビーム検出器；
　前記スライスの画像データを検出する、前記微小ビーム形成器に結合された検出器；
　スライス画像データを保存する、前記検出器に結合されたスライス・メモリー；
　前記高度方向におけるスライス画像データを合成する、前記スライス・メモリーに結合
された合成器；
　灌流の質的及び定量的な測定のうち少なくとも1つを生成するために、前記合成された
スライス画像データを処理する、前記合成器に結合された、灌流データプロセッサ；及び
　合成されたスライス画像データからの組織の灌流の測定の少なくとも1つを表示するた
めの灌流データプロセッサに応答するディスプレイ；
　を含む、組織灌流の診断のための超音波診断用イメージングシステム。
【請求項１２】
　前記ディスプレイが、様々な明るさの程度によって示される、異なって灌流されたエリ
アで合成されたスライス画像を生成するための灌流データプロセッサに応答する、請求項
１１に記載された超音波診断用イメージングシステム。
【請求項１３】
　前記ディスプレイが、異なるカラーによって示された異なった灌流があるエリアでパラ
メトリック画像を生成するための灌流データプロセッサに応答する、請求項１１に記載さ
れた超音波診断用イメージングシステム。
【請求項１４】
　前記ディスプレイが、造影剤で灌流された組織の特定の組織での灌流曲線又は曲線パラ
メータを生成するための灌流データプロセッサに応答する、請求項１に記載された超音波
診断用イメージングシステム。
【請求項１５】
　前記アレイ変換器が、電子的に誘導され焦点合わせがされた2次元アレイ変換器を含む
、請求項１１に記載された超音波診断用イメージングシステム。
【請求項１６】
　前記アレイ変換器が、ビームを送信するように作動し、それぞれのビームが複数の受信
線位置に対して高周波の音波を送信し、同時に前記受信線位置からエコーを受信するよう
に作動する、請求項１５に記載された超音波診断用イメージングシステム。
【請求項１７】
　前記アレイ変換器が、ビームを送信するように作動し、それぞれのビームが、複数のス
ライスの受信線位置に対して高周波の音波を送信する、請求項１６に記載された超音波診
断用イメージングシステム。
【請求項１８】
　前記検出器が、前記複数のスライスの画像データを検出し、前記スライス・メモリーが
前記複数のスライスの画像データを保存するように作動する、請求項１７に記載された超
音波診断用イメージングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療診断用超音波システムに関し、さらに具体的には、灌流表示の性能及び
超音波の厚いスライス画像での定量化を可能にする超音波システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　心筋灌流の定量化のために超音波を使用することは、長い間、心エコー検査技師にとっ
ての願望である。血流が完全に不足している心筋梗塞組織は、時々、血流及び動作特性の
両方の理由による診断が簡単である。しかし、灌流不足を患う心筋の部分的な梗塞又は虚
血領域の検出及び診断は、遥かに難しい。このタスクは、近年、超音波微小気泡造影剤の
到来によって、かなり援助されている。造影剤が、心筋の灌流をさらに明確にハイライト
するだけでなく、「フラッシュ補充」を可能にし、それによって、微小気泡が高超音波エ
ネルギーによって崩壊され、次に血流による微小気泡の補充が、観測され測定される。こ
の補充の定量化された測定は、局地化された対象領域における血流速度の時間対強度の曲
線である。この技術により、心筋の灌流は、流量特性を描くカラー及びその心臓の領域の
再灌流の速度を測定する、定量化された導出パラメータで、定量的に表示される。
【０００３】
　超音波において常に存在する難点は、スペックル・アーチファクトによる画像の斑点形
成である。超音波イメージングは、コヒーレント（coherent）信号情報の画像を形成する
イメージング・モダリティである。その使用されるコヒーレント超音波信号の特質は、ホ
ログラフィック・イメージングに使用される単色光波のように、撮像される媒体における
波動の構成的及び相殺的干渉の原因となる。その結果、その画像は、「スペックル（spec
kle）」として知られるランダムな斑点の形状のノイズを含む。対象の領域が、血流によ
って運搬される造影剤の補充によって示されるように、血液の補充に関してモニターされ
るとき、その物質の微小気泡が崩壊せずに観測されるように、比較的低い送信パワーが使
用される。その結果、コントラスト画像が、基準画像よりも低い信号対ノイズ比を示す。
さらに、そのコントラスト画像は、基準画像よりも低い表示ダイナミックレンジを示し、
それはコントラスト解像度の低下の原因となる。これらのファクターが結合し、コントラ
スト画像に対して、さらに顕著で深刻なスペックル・アーチファクトを作成する。
【０００４】
　画像のスペックル模様は一定であり、時間と共に変化しないため、その効果を低減する
一般的なアプローチは、相関関係の無い画像データを合成し、２の平方根に比例した平均
効果によって、そのスペックルを減らす。使用される無相関のデータのタイプは、通常、
異なる周波数を持つか又は異なる観測方向から取得されているデータであり、一般的に周
波数合成（例えば、特許文献１のLizzi　et　al.を参照）及び空間合成（例えば、特許文
献２のFehr　et　al.を参照）として知られている。しかし、周波数合成は、コントラス
ト対組織比及び信号対ノイズ比の減少に至る。これは、合成がされる異なった周波数の帯
域が、一般的に、それらの帯域の1つ又はそれ以上においてゲインを調節することによっ
て均等化される、異なった信号対ノイズ比及びコントラスト対組織比を持つからである。
ゲインの増加は、また、影響を受ける帯域におけるノイズを増加させ、従って周波数合成
がされた画像の信号対ノイズ比を減少させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第4,350,917号明細書
【特許文献２】米国特許第4,649,927号明細書
【特許文献３】米国特許第6,464,638号明細書
【特許文献４】米国特許第5,318,033号明細書
【特許文献５】米国特許第6,623,432号明細書
【特許文献６】米国特許第6,709,394号明細書
【特許文献７】PCT出願国際公開第2005/099579号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第60/777,831号明細書
【特許文献９】米国特許第6,491,636号明細書
【特許文献１０】米国特許第6,447,453号明細書
【特許文献１１】PCT国際公開第2005／044108号パンフレット
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【特許文献１２】PCT国際公開第2005／099579号パンフレット
【特許文献１３】米国特許第6,692,438号明細書
【特許文献１４】米国特許第5,438,994号明細書
【特許文献１５】米国特許第5,617,863号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献３のAdam　et　al.は、３次元のイメージング用に設計された深針を有効に使
用する空間合成に関する新しいアプローチを説明している。Adams　et　al.技術では、３
Dイメージングの深針が、画像平面に垂直な寸法である高度寸法において、互いに実質的
に平行である平面の画像を取得する。典型的な実施において、Adams　et　al.は、興味の
対象のスライス平面の画像を取得するだけでなく、そのスライス平面からの画像平面のオ
フセットを取得するために、方位角及び高度の両方における電子ビームステアリング及び
焦点合わせ機能を持つ深針を使用する。それらのスライスは、次に、高度に関して合成さ
れ、高度寸法において少なくとも最小限に無相関であるデータが、その高度寸法において
空間合成をすることによって、スペックルの減少をもたらす。超音波コントラスト画像の
スペックルを減少させるためには、このアプローチを適用するのが望ましく、それは、空
間解像度及び信号対ノイズに最小の効果をもたらし、さらに着実な定量化及び超音波の造
影剤でのパラメトリック・イメージングを可能にする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の原理に従って、診断用超音波システム及び方法が説明されており、灌流欠陥を
持つ組織の複数のスライスが、３Dイメージング深針を用いて走査される。その取得され
た画像のスライスは、実質的に高度寸法において平行である。複数のスライスの取得に続
き、スライスの画像データが投影され、高度寸法において合成されて「厚いスライス」画
像を形成する。その厚いスライス画像は、次に、画像において灌流がある組織及び灌流が
無い組織の領域を、それらの微小気泡の濃度に従ってハイライトするため又はその組織の
局地化された領域で取り込み（wash　in）、洗い出し（wash　out）曲線及び曲線パラメ
ータの測定によって灌流の速度を定量化する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】高度方向において取得された複数の扇形スライスを描く図である。
【図２】高度方向において取得された複数の直線状スライスを描く図である。
【図３】高度方向において異なる角度でインクリメントされている複数のスライスを描く
図である。
【図４ａ】本発明の原理に従って多線の取得により複数のスライスの同時取得を説明する
図である。
【図４ｂ】本発明の原理に従って多線の取得により複数のスライスの同時取得を説明する
図である。
【図４ｃ】本発明の原理に従って多線の取得により複数のスライスの同時取得を説明する
図である。
【図５】本発明の原理に従って構成された超音波診断イメージングシステムをブロック図
の形式で表わした図である。
【図６】本発明の原理に従って構成された超音波診断イメージングシステムをブロック図
の形式で表わした図である。
【図７ａ】本発明の実施におけるスライス・ストレージに対して使用されるデュアルポー
トのメモリーを説明する図である。
【図７ｂ】本発明の実施におけるメモリー領域の分割を説明する図である。
【図８】心筋の血流灌流の質的及び定量的な表示を表わす超音波システム表示スクリーン
を説明する図である。
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【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【０００９】
　まず、図1を参照すると、容積領域10が投射図において示されている。この例において
、その容積領域10は、扇形であり、ここで「スライス」として呼ばれる複数の平面扇形の
エリアを含む。4つのスライス12－18が、この例に示されている。それらのスライスは、
高度方向において互いに平行に整列され、それらの方位角及び高度寸法は、図の右側に示
されている。各スライスは、容積領域の上に位置するアレイ変換器が方位角の方向に、ス
ライス12－18を横切って継続的な走査線を送信し、高度方向にスライスからスライスへと
進行することによって走査されてもよい。
【実施例２】
【００１０】
　図２は、高度方向において互いに平行に整列された複数のスライスを含む、直線状の容
積領域20を表わす。４つのそのようなスライス22－28が図に示されている。これらのスラ
イスは、図1のスライスと同じマナーで、容積領域20に位置する変換器アレイで走査され
てもよい。この例において、それらのスライスは、図１の例の場合のように共通の原点か
ら角度でインクリメントされた走査線よりもむしろ、方位角方向において平行な走査線に
よって走査される。
【実施例３】
【００１１】
　図３は、容積領域のスライスのもう1つの例を提供する。これらのスライスは、その容
積の上部に頂点34を持つピラミッド状の容積領域である。この例において、４つの扇形の
スライスS1-S4が、真横向きの視点で示されている。それはすなわち、スライスの高度方
向が、矢印32によって示され、方位各方向が図の表面へ入る方向に示されている。アレイ
変換器30に関する方位角及び高度方向は、変換器アレイの上に示されている。この例にお
いて隣接する高度スライスは、実質的に平行であり、角度のインクリメントΔφによって
互いに離れている。
【００１２】
　これらの例のそれぞれにおいて、容積の単一のスライスが走査され表示される。しかし
、本発明の原理によると、高度に関して整列された複数のスライスが走査され、それらの
データが合成され、表示するための画像を形成する。高度において区別可能なスライスの
それぞれは、異なった送信‐受信信号経路を持つ走査線によって走査される。高度寸法の
厚さを定める複数のスライスの画像データを合成することによって、その合成された画像
のスペックル・アーチファクトは減少する。
【実施例４】
【００１３】
　本発明のさらなる実施形態に従って、スライスが、多線取得によって高速で走査される
。多線取得において、1つの送信ビームが、複数の受信線位置に高周波の音波を当て、複
数の受信線は、単一の送信イベントに応答して取得される。図４a－４cは、4つのスライ
スS1-S4の多線取得の例を提供する。それぞれのスライスは、方位角方向において配置さ
れている受信線で構成され、図においてL1、L2、…Lnとして識別され、「n」は、例えば1
28であってもよい。図４のビューにおいて、各受信線は、変換器アレイの視点から見える
ように、軸方向に見える。それぞれの線に単一の送信ビームを送信し、その受信線のみか
らエコーを受信するよりもむしろ、４つの受信線が単一の送信ビームによって高周波の音
波を当てられる。図４aの例において、放射状に輪郭がとられている送信ビームTxA1は、
スライスS1　の受信線L1　及びL2　並びにスライスS2の受信線L1及びL2に高周波の音波を
当てる。従って、方位角における２つの受信線および高度における２つの受信線（合計４
つの受信線）は、同時に取得され処理される。（例えば、同時に行う多線の処理の説明に
ついては特許文献４（Savord）を参照）図４bは、次の送信イベントを説明し、送信ビー
ムTxA2は、もう４つの受信線、スライスS1のL3及びL4並びにスライスS2の受信線L3　及び
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L4に高周波の音波を当てる。走査は、スライスS1及びS2の全ての線が取得されるまで、こ
のマナーで進行する。従って、１つのスライスの完全な方位角が走査されている（L1線か
らLn線までの全ての線）間のインターバルに、2つのスライス、S1及びS2からのエコーデ
ータが取得される。そのプロセスは次に、図４cに示されるように、第２方位角走査イン
ターバルで継続し、送信ビームTxB1によってスライスS4の受信線L1及びL2と一緒にスライ
スS3の受信線L1及びL2の走査を継続する。スライスS3及びS4は、この第2方位角走査イン
ターバルの間に、スライスS1及びS2が、第1の間に取得されたマナーと同じマナーで走査
される。これらの2つの走査インターバルにおいて、全ての４つのスライスS1-S4は、従来
の線毎（line-by-line）のアプローチにおいて単一のスライスを走査するのに必要とされ
る時間で走査される。取得の時間及びこの4x多線取得の使用による４つのフレーム速度は
、４の係数によって増加される。
【００１４】
　本発明の原理に従って構成された超音波システムは、図５においてブロック図の形式で
表わされている。２次元アレイ変換器30が提供されており、それは、容積領域10において
、微小ビーム形成器36、主なビーム形成器38及びビーム形成器コントローラ42の制御下で
、電子的に誘導し、ビームの焦点合わせをする。その代わりに、1次元アレイ変換器が機
械的に振動し、その容積領域を走査してもよい。この場合、深針ケース内に２D変換器ア
レイ30と共に位置する微小ビーム形成器36は、容積領域10の走査において、サブアレイ及
びパッチと呼ばれるエレメントのグループの走査を制御する。微小ビーム形成器36から部
分的にビーム形成された信号は、メインビーム形成器38によって完全にビーム形成された
信号に形成される。ビーム形成器コントローラ42は、ビーム形成器及び微小ビーム形成器
に対して制御信号を提供する。微小ビーム形成器－容積領域の制御された走査に関するさ
らなる詳細は、特許文献５（Powers　et　al.）及び特許文献６（Frisa　et　al.）、特
許文献７（Rafter）及び2006年3月1日に出願された特許文献８（Savord）において閲覧で
きる。この例において、ユーザー・コントロール・パネル40が、ビーム形成器コントロー
ラ42に結合され、走査されるべきスライスの数、スライス間の距離、送信スライスの数及
び送信スライス毎の受信スライスの数を含む容積領域10のスライス12-16の走査のパラメ
ータ数を制御するように操作される。図４a-４cに戻ると、その例において走査されるべ
きスライスの数は４であり、スライス間の距離は角度又は直線パラメータで指定されてお
り、送信スライスの数は２で、送信スライス毎の受信スライスの数は２である。
【００１５】
　走査されたスライスより受信されたビーム形成されたエコー信号は、Bモードのイメー
ジングのために、ログ検出器52によって検出される。その代わりに、又はそれに加えて、
受信されたエコー信号は、画像フィールドにおいてフロー又は動作の表示に対してドップ
ラー・プロセッサ54によってドップラー処理されてもよい。そのBモード画像データ及び
各スライスのドップラー画像データ（例えば、ドップラー・パワー及び／又は速度）は、
スライス・ストレージ・バッファ60に保存される。データをバッファに書き込むため又は
そのバッファからデータを読み出すためのバッファ60のアドレッシングは、メモリー・コ
ントローラ62によって制御される。本発明の実施において、複数の高度的に異なるスライ
スは、スライス・ストレージ・バッファ60から読み出され、合成器64によって合成される
。
【００１６】
　その合成器64は、複数の高度的に異なるスライスを様々な方法で合成してもよい。合成
は、望ましくは、それぞれにおいて同じ方位角及び深度座標を持つ異なったスライスから
の画像データにおいて実施される。代わりに、光線ラインは数学的に、容積レンダリング
の光線投射のマナーで複数のスライスを通して投影することができる。好ましくは、それ
らの光線ラインは、スライスの平面に垂直に投影される。各光線ラインによって交差され
る画像データは、平均が取られるか、又は加えられて正規化される。データの値の平均又
は中央値が計算されることができ、あるいは、合成されているデータのピーク値を使用す
ることができる。中央のスライスからのデータは、隣接スライスのデータよりも大きい重
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みをつけることができ、スライスデータは、中央スライスからそれまでの距離に関して、
重みがつけられる。スライスデータは、後部のスライスデータよりも大きい重みがつけら
れている容積の前部にあるスライスデータで、ビューアーへの近接性に関して重みをつけ
ることができる。合成されたデータは従って、「厚いスライス」を形成し、複数の高度的
にオフセットされた個別のスライスの特徴を用いて、スライスの平面表示として表示する
ことができる。その厚いスライスデータは、望まれる表示フォーマット（例えば、扇形又
は直線型）への走査変換など、さらに処理するために画像プロセッサ70に結合され、ディ
スプレイ76上に表示するためのビデオ・プロセッサ72によってビデオ信号に処理される。
その画像データは、また、Cineloop(R)memory78、ハードドライブ、またはその他の画像
保存装置に保存又は保管される。その厚いスライスのディスプレイは、取得されたスライ
スの１つに比較して、減少したスペックル・アーチファクトを提示する。
【００１７】
　本発明のもう1つの例は、変換器又は臨床用の応用に対して適切な座標システムにおい
て容積を走査することである。実質的に平行なMPR（multi-planar　reformatted）平面が
、次に、取得された容積から得られ、それは通常、その容積内に含まれる取得スライスに
対して整列していない。これらの平行なMPR平面は次に、上記で述べた技術において合成
され、MPRの厚いスライスを生成し、それは次に、灌流欠陥の可視化を円滑にするために
使用される。そのような実施は、心筋の梗塞及び虚血領域の検出の診断上の可能性を高く
する。
【００１８】
　本発明のさらなる態様に従って、厚いスライス画像の表示の高フレーム速度が、図７a
及び７bにおいて示される装置及び技術によって得られる。図７aは、デュアルポートメモ
リー160として実施されるスライス・ストレージ・バッファ60を示し、それは、書込み及
び読み出しが同時にできる。そのようなR/Wメモリー160は、変換器アレイ及びビーム形成
器によって走査されているスライスの新しいデータが、R/Wメモリーの1つのエリアに書き
込まれることを可能にし、一方、そのメモリーに以前保存された他のスライスのデータは
、読み出し及び合成され、厚いスライス画像を形成する。新しいスライス画像データのメ
モリー160への書込みは、書込みコントローラ162aの制御下にあり、メモリーにおける他
のロケーションからのスライス画像データの読み込みは、読み込みアドレスコントローラ
162bの制御下にある。この技術において、新しい厚いスライス画像は、新しいスライスか
らの画像データが取得されている間に、表示のために合成されることができる。合成され
た４つのスライスの厚いスライス画像のメモリーの割り当ての1例が図７bに説明されてい
る。そのメモリーのストレージエリア260は、AからGまでラベル付けされた７つの画像ス
トレージエリアを含む。
【００１９】
　４つの構成スライスS1-S4に対する図４a‐４cの４X多線走査技術を採用した例が以下に
示されている。ユーザー・インターフェース40を使用して、超音波システムが、４つのス
ライスを、与えられたスライスの間隔で、２つの送信スライス及び１送信スライスに2つ
の受信スライスを使用して走査するように設定されている。最初の２つのスライスの走査
は、図４a及び４bに示されているように、最初の走査インターバルの間に進行し、２つの
取得されたスライスS1及びS2のデータは、メモリーエリアA及びBに書き込まれる。スライ
スS3及びS4は、次に、第２インターバルの間に走査され、これらの２つのスライスのデー
タは、メモリーエリアC及びDに書き込まれる。変換器アレイ及びビーム形成器は次に、ス
ライスS1及びS2を再び走査し始め、スライスS1及びS2の再操作からのデータをメモリーエ
リアE及びFに書き込む。これらのスライスが再走査されている一方、メモリーエリアA、B
、C及びDの画像データは、メモリーから読み出され、合成器64に結合され、個別のスライ
スデータは、1つの厚いスライス画像に合成される。その結果として生じる厚いスライス
画像は、メモリーエリアGに書き込まれ、そこから読み出され、画像プロセッサ（及び以
下で説明される他の要素）に、処理及び表示のために必要とされるように結合される。典
型的な実施において、その厚いスライス画像を合成する時間は、スライスS1及びS2を再走
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査するために必要な時間ほどもかからない。スライスS1及びS2の再走査が完了した後に、
メモリーエリアC、D、E及びFに保存されているスライス、S1、S2、S3及びS4の画像データ
が、表示のための新しい厚いスライス画像に合成するためにメモリーエリアGに読み出さ
れ、リアルタイムの厚いスライス画像を更新する。同時に、スライスS3及びS4が再走査さ
れ、それらのスライスデータがメモリーエリアA及びBに書き込まれる。次の走査インター
バルにおいて、反復スライスS1及びS2が再度走査され、それらのデータはメモリーエリア
C及びDに書き込まれる一方、メモリーエリアE、F、A及びBのスライスデータは、もう１つ
の厚いスライス画像を形成するために合成され、メモリーエリアGにおける画像を更新す
る。スライス取得及び新しいスライスデータを、該厚いスライス画像の他の複数のスライ
スの最新のデータで合成するための４X多線の使用は、該厚いスライス画像のフレーム速
度を、従来型の単一線走査によって走査及び表示される単一スライスのそれに等しくする
と見られている。従って、この技術によって、従来の単一スライスイメージングから、４
つの構成スライスの厚いスライスのイメージングへ変更するとき、フレーム速度の低下は
見られない。
【００２０】
　本発明の実施は、カラーフロー・イメージングにおいて特に役立つことが発見されてお
り、具体的には、心臓弁ジェットなどの、小さい、局地化された断続的なフロー状態の検
出のために役立つ。カラーフローは、感度がはるかに正確な画像解像度よりも上回る臨床
応用である弁の漏れからのフリージェットの検出において、長く使用されている。通常こ
の手順は、臨床医が、ジェットのカラー特性の短いバーストを探すにあたり、心臓弁の周
りの画像平面をゆっくりと動くほどの長い時間がかかる。しかし、図５のシステムでは、
この手順は、かなり拡大されている。合成器が、高度における小さい容積領域に広がった
多数の高度的に区別できる平面を合成することから、そのジェットは検出されるために、
中央平面に発生する必要はない。厚いスライスに含められている隣接するスライスの平面
におけるジェットの発生は、そのジェットが厚いスライスの中央スライス平面において存
在していないときでも、検出されることを可能にする。ドップラー・プロセッサ54による
構成スライスの１つの処理は、スペックル模様からの相殺的干渉のそれ自体が明示する、
カラーフロー画像における黒い穴をもたらすが、隣接するスライスの異なるスペックル模
様は、その画像の同じ点においてこの問題を示さない。従って、カラーフローのスライス
が高度寸法において厚いスライス画像に合成されるとき、1つのスライスの黒い穴は、隣
接するスライスの有効なカラーフローによって埋め合わせられる。カラーフロー・フィー
ルドは、さらに滑らかな外見になり、遠いフィールドの劣化がより少ない中央平面からの
ジェットに敏感になる。ジェット検出の手順の感度が従って拡大する。病理学的な逆流の
重度を分類する手段としてジェットエリアを使用する、臨床的に容認されている技術がい
くつかある。合成されたカラーフローの厚いスライスは、そのジェットの質的及び定量的
なアウトラインの両方を改善し、自動的にジェットエリアを計算する技術の使用をさらに
促進する。
【００２１】
　これらの技術は、冠動脈の検出および可視化などの他の心臓の応用に拡張されてもよい
。厚いスライス画像は、心筋の周りの冠動脈の曲線及び蛇行した経路を、従来の単一スラ
イス画像よりもはっきりと表示する。これは、コントラスト画像の場合であり、カラーフ
ロー画像の場合も同様である。
【００２２】
　ドップラーの厚いスライス画像の生成のために、エコー信号の集合体が、フロー及び動
作が存在する位置からドップラー・プロセッサ54によって受信され、それらの位置でドッ
プラー推量を生成する。そのドップラー推量は、その位置でのドップラー・パワー又は速
度又は相違の１つであってもよい。対応するBモード画像は、また、動作を組み立ててい
る構成上の詳細にドップラー情報がオーバーレイされるように、望まれる場合は取得され
てもよい。ドップラー・スライス画像は、スライス・ストレージ60に保存され、次に、選
択された合成技術を使用して合成器によって合成される。スペックル又はドロップアウト
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によるフロー又は動作における欠陥は、従って減少し、隣接するスライスにおけるフロー
又は動作欠陥は、複数のドップラー・スライスを高度寸法において投影することによって
、さらに簡単に識別される。さらに、それぞれのフロー又は動作位置からの、複数の時間
的に異なったサンプルの取得がドップラー・モードにおける取得のフレーム速度を縮小す
るため、このフレーム速度の劣化の少なくともいくつかは、上記の図７a及び７bと供に討
議されている厚いスライスの高速表示技術の使用によって克服される。本発明のさらなる
態様に従って、厚いスライス画像がまた、自動化又は半自動化された境界線検出器（ABD
）80に結合されている。よく知られているように、境界線検出器は、超音波画像における
組織の境界線を識別するために使用される。その境界線検出器は、初期のユーザーの参加
によって操作され、1つの画像における１つの境界線上の点を識別し、次に、その入力を
使用して、完全な境界線及びリアルタイムの画像シーケンスの他の画像における境界線を
自動的に識別する。例えば、特許文献９（Rounghill　et　al.）及び特許文献１０（Skyb
a　et　al.）を参照されたい。境界線検出器80が、厚いスライス画像において、ユーザー
の介入がある状態及び無い状態（半自動化又は自動化されている）で組織の境界線を識別
し、1つ又はそれよりも多くの厚いスライス画像における境界線の位置を識別するデータ
を、グラフィック・プロセッサ74に結合させる。そのグラフィック・プロセッサ74は、対
応する厚いスライス画像で識別された境界線をオーバーレイする画像プロセッサ70に、境
界線のグラフィック・アウトラインを作成する。自動化又は半自動化された境界線検出は
、比較可能な単一スライス画像よりも厚いスライス画像において、有効に実施される。こ
れは、心筋の心内膜境界線など、超音波エコーの強い反射体ではない薄い組織によって定
められる組織境界線は、単一のスライス画像において不明確に定義された組織境界線を生
成することがあり得る。境界線領域における画像のドロップアウトは、自動化又は半自動
化されたプロセスによって確実に追跡することは難しい曖昧な画像境界線を生成すること
があり得る。それに加えて、その曖昧な境界線はさらに、画像スペックル模様によって遮
断される。高度的に区別可能な画像の厚いスライス画像への合成は、スペックル・アーチ
ファクトを減少させ、境界線をその画像においてさらはっきりとさせることができる。さ
らに、１つのスライスにおける境界線部分の不足は、隣接するスライスの識別可能な境界
線部分によって増補することができ、それによってその厚いスライスの統合された組織境
界線がより明確に定義され、従って、より確実に処理され境界線検出器80によって識別さ
れる。
【００２３】
　本発明のさらなる実施態様に従って、厚いスライスのイメージングが超音波造影剤と一
緒に使用され。超音波造影剤は、米国において、撮像の困難な患者における心内膜境界線
の描写をするために容認されている。これらの造影剤も、また、容積の定量化及び排出の
割合において非常に貴重だということが証明されている。いくつかの研究では、造影剤を
使用しない定量化は、MRIなどの他の技術に比較して容積を低く見積もることが示されて
いる。その一方、コントラストが拡張された画像は、これらの技術により近い値を提示す
る。しかし、造影剤を用いた自動検出技術の試みは、限られた成功を収めている。通常、
コントラスト画像は、より低いパワーレベル（しばしば標準のイメージングよりも10-15d
B低い）で取得され、微小気泡の崩壊を最小限に抑える。その結果として生じる画像は、1
0dB又はコントラストの無い従来型の画像よりも低く、スペックル・アーチファクトが、
より顕著な不利なインパクトを、自動的に心内膜境界線を検出する能力にもたらす原因と
なる。
【００２４】
　本発明のさらなる実施態様に従って、厚いスライスのイメージングが、灌流欠陥の診断
及び定量化において超音波造影剤の補助とともに使用される。造影剤が、心臓の血管又は
心房などの血液プールにおいて存在するとき、その造影剤は一般的に、かなりの容積及び
濃度において存在する。その造影剤の微小気泡の比較的高い濃度は、超音波画像において
速く確実にその存在を検出することを可能にする。しかし、梗塞を起こした心筋組織など
、曖昧な灌流がある組織を検出するために造影剤を用いる研究など、いくつかの灌流の研
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究においては、造影剤は、組織を灌流させる、細い毛細血管において少量で存在するだけ
である。この低い微小気泡の濃度は、しばしば、それらの検出及び定量化を困難又は頼り
無いものにする。これは、灌流欠陥が、充填のより遅い、薄い心内膜下の領域及び潜在的
により低い血液量としてよく表れることから、高解像度が必要な時においてである。それ
に加えて、灌流の研究は、一般的に低い送信パワーレベルで実行され、毛細血管床におけ
る微小気泡が破壊又は崩壊し、それらが消失する原因となることを防ぐ。その結果として
、灌流画像の信号対ノイズ比は比較的低く、標準のイメージング技術よりも20dBも低いこ
とが頻繁にあり、解像度がさらに劣化する原因となる。その結果としての画像は、表示ダ
イナミックレンジが、コントラストの無い従来型画像よりも20dB又はそれ以上低く、スペ
ックル・アーチファクトが画像解像度及び不完全な灌流の心内膜下の領域の検出に対して
、より著しく不利なインパクトをもたらす。
【００２５】
　それに応じて、灌流診断用のコントラスト画像及び／又は定量化は、高度寸法において
複数平面を走査し、高度寸法におけるこれらの複数の高度スライスを投影することによっ
て、本発明に従って改善される。そのような操作を実施することによって、解像度及び信
号対ノイズを犠牲にせずにスペックルを減少させることが可能である。上記で説明された
スライスを複合又は合成する方法を採用してもよく、それは、単純な平均化及び最大強度
の投影又は容積レンダリングから複合技術を使用すること（例えば、光線投射）を含む。
これらの技術を実施することによって、その造影剤スペックルは、かなり減少し、心内膜
下の欠陥はさらに明白になり、パラメトリック・イメージングなどの定量化技術がより良
い結果をもたらす。さらに、「相殺‐補充」技術が、10秒又はそれよりも長く維持するた
めに正しく同じ高度スライスを必要とし、複数の隣接するスライスが厚いスライス画像平
面を形成するために使用されることから、その厚いスライスのイメージングは、深針のわ
ずかな動作の存在においてより着実になる。従って、深針の異なった位置へのわずかな動
作は、得られた結果に最小の影響のみもたらす。
【００２６】
　本発明の原理に従って構成された灌流の研究のための超音波システムは、図６のブロッ
ク図の形式で表わされており、以前図５とともに説明された要素は、同じ参照番号によっ
て識別される。このシステムでは、合成器64で生成された微小気泡‐灌流の組織の厚いス
ライス画像は、画像プロセッサ70、ビデオ・プロセッサ72、及び高度スライス合成プロセ
スによる減少したスペックルのおかげで、組織灌流のより高い解像度を示す灌流のリアル
タイムのグレースケール画像の表示のディスプレイ76によってBモード画像として処理さ
れてもよい。この例では、厚いスライスのコントラスト画像も、また、灌流検出器90に結
合されている。その灌流検出器90は、特許文献１１（Rafter）及び特許文献１２（Rafter
）において説明されているコントラスト信号検出器と同じマナーで構成することができる
。その代わりに、又はそれに加えて、灌流検出器は、定量的なカラー表示における灌流組
織を描くBモード画像のカラー・オーバーレイ、又はその画像の異なる点の灌流曲線又は
曲線パラメータの質的な表示を生成するために、特許文献１３（Skyba　et　al.）におい
て説明されているコントラスト信号検出器として構成されてもよい。
【００２７】
　心外膜の境界線の検出は、ストレス・エコー試験の精度を改善するため及び虚血を検出
するために重要であり、心筋質量の定量化を促進するためにも重要である。しかし、心外
膜の正確な自動検出は、理解が困難であることが分かっている。厚いスライス、左の心室
の混濁化及び心筋灌流のコントラスト拡大がされたイメージングは、心外膜及び心内膜の
両方の境界線を検出する能力を改善し、肥厚及び心筋質量の定量化を可能にする。
【００２８】
　図８は、造影剤を様々な方法で使用した、灌流を描写する超音波システム表示スクリー
ンの例を説明する。そのスクリーンの上部の左側のエリアは、厚いスライスの超音波画像
92であり、左側の心室の周辺の心筋は、軽い陰影付けで示されているように、造影剤で灌
流させられている。画像92のより暗い方の中心は、心房である。心筋の陰影付けが明るい
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ほど、造影剤の濃度がその心筋の領域において高く、組織の灌流も良い。超音波画像92の
右側には、4つのパラメトリック画像94があり、異なったパラメータが、心筋の灌流に関
して表示され、カラーで描かれ、いくつかのカラーは灌流を示し、他はより強い灌流を示
している。それぞれのカラーは、超音波画像92とパラメトリック画像94との間に位置する
カラー・バーによって描かれる灌流の特定の量に相当する。スクリーンの下部はエリア96
であり、厚いスライス超音波画像92における右側の心筋の上の小さい円によってマークさ
れた領域の灌流曲線98である。それぞれの灌流曲線98は、微小気泡の高エネルギーフラッ
シュ崩壊に続いて、その領域の中への微小気泡の再灌流によって測定された、その心筋の
特定の領域における再灌流の速度を表わす。
【００２９】
　本発明のほかの変形の実施形態は、当業者が容易に思い当たることである。例えば、本
発明のコンセプトは、多線取得を使用しないが、送信された走査線毎に１つの受信線を取
得する実施において採用される。特許文献１４（Starosta　et　al.）及び特許文献１５
（Roundhill　et　al.）に示されているような隣接する線の継続的な取得ではなく、線取
得の様々なシーケンスが、採用されてもよい。説明されている４X多線ではなく、さらに
高次数の多線が使用されてもよく、それは、1つの方位角の走査シーケンスにおける構成
スライスの全てを取得する多線次数を含む。カラーフローとは異なるドップラー・モード
が、スペクトルのドップラー、フロー変動及びカラーMモードを含む本発明を使用しても
よい。Mモードは、空間的に区別可能なM個の線を取得し、1つの表示M線に合成する本発明
の実施を使用してもよい。本発明の技術は、基本的及び高調波イメージングの両方に適用
が可能である。
 
【符号の説明】
【００３０】
10…容積領域
12…スライス
14…スライス
16…スライス
18…スライス
20…容積領域
22…スライス
24…スライス
26…スライス
28…スライス
30…アレイ変換器
32…アレイ
34…頂点
S1…スライス
S2…スライス
S3…スライス
S4…スライス
Ln…受信線
TxA1…送信ビーム
TxA2…送信ビーム
TxB1…送信ビーム
36…微小ビーム形成器
38…メインビーム形成器
40…ユーザー・コントロール・パネル
42…ビーム形成器コントローラ
52…ログ検出器
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54…ドップラー・プロセッサ
60…スライス・ストレージ・バッファ
62…メモリー・コントローラ
64…合成器
70…画像プロセッサ
72…ビデオ・プロセッサ
74…グラフィック・プロセッサ
76…ディスプレイ
78…Cineloop(R)メモリー
80…境界線検出器
90…灌流検出器
92…厚いスライスでの超音波画像
94…パラメトリック画像
96…エリア
98…灌流曲線
160…メモリー
162a…書込みアドレスコントローラ
162b…読み込みアドレスコントローラ
260…ストレージエリア

【図１】

【図２】

【図３】

【図４ａ】
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